
資料4  加工食品の原料原産地表示の義務化対象品目の見直しについて   

1加工食品の原料原産地表示対象品目の見直しについて  ＜第24回共同会議資料より＞   



（食品の概念図）   





2 加工食品の原料原産地表示の対象品目の見直しの視点  

検討事項1：20食品群を選定した考え方を現時点で変更するのか  

（見直しの要件等との関係）  

「① 表示の実施状況」  

・20食品群の表示状況は、平成17年8月の調査で、約6割。  

「②製造及び流通の実態」  

・緑茶飲料においては、製造（消費）が5年間で約3．5倍、輸入茶葉も増加傾向。  
・その他の要望品目の中には、中間加工品（輸入調製品）の輸入量が増加しているもの   
がある。  

・国産の魚を海外で骨抜きを行うなど加工段階がグローバル化している。  
（骨抜きの他にも、国産原料を海外で中間加工等をする事例はある。）  

「③ 消費者の関心」  

・原料原産地情報を含めて、食品に関する情報の提供に対する要望は根強い。  
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検討事項1：20食品群を選定した考え方を現時点で変更するのか（その2）  

（選定要件との関係）  

原産地に由来する原料の品質が加工食品としての品質に大きく影響を与える  

加工度が低くない食品でも、産地に由来する原料の品質が加工食品の品質に大きく影響を  
与えるものもある。  

○ 加工度が、2段階、3段階という要件では、同じ2段階でも品目によって加工技術の影響   
の度合い等が異なるため、区分けするルールとしては不十分なものとなり、より一層、品目   
毎の検討をせざるを得なくなる可能性がある。  

O「原産地に由来する原料の品質が加工食品としての品質に大きく影響を与える」との考え   

方の下、加工度が低いという要素を踏まえた上で、   
一原産地によって原料の品目に違いがあり、商品の差別化も含め多様であること  
・原料の調達先が海外も含め多様であること   

等の要素を重視して、製造や流通の実態の変化を踏まえた見直しを行うことができるので   
はないか。  
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検討事項1：20食品群を選定した考え方を現時点で変更するのか（その3）  

・20食品群を選定した際に、実行が困難とされた課題が、現時点で解消されているか。  
■ 課題が解消されていない品目に表示義務を課す観点から、表示ルールに何らかのエ夫が  

できるのか。  

（実行可能性との関係：1）  

（1）複数の原産国の原料の混合、切り替えが頻繁に起こる場合、同一商品においても、   
製造日により、原料の使用国、使用割合が異なるため、正確に表示できない。   

このようなものに表示義務を課すには、  
①「A国又はB国又は＝」との表示を広く認めるか。  
※ 現状、使用割合や原産国が一定しない場合、「A国又はB国又は‥」との表示は、当   

該原料農産物の価格や品質が表示された国において差がない場合についてのみ認  

めている。  

②「国産原料使用」と「外国産原料使用」との表示を認めるか。  
→「外国産原料使用」との表示を認めると、原産国がわかっている場合においても、外   

国産でまとめた表示を行う事例がでてくる可能性がある。  
③原産地ごとに分別流通していない原材料など、原産地情報が得られない場合、「原産   

地不明」といった表示を認めるか。  
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（実行可能性との関係：2）  

（2）輸入された中間加工原料は、原料原産地情報を得ることができない（例えば、A国に   
おいて、周辺の数カ国から農産物を集め加エし、これを国内に輸入して、さらに加工して   
使用する場合、原料農産物の原産地は必ずしも把握できない）。   

このようなものについては、原料原産地表示に代えて、中間原料の加工地（A国）の表示  
を認めるか。  

→ 海外で中間加エされた原料には「A国」と書かれるが、輸入された農産物を日本で中   

間加エした場合、「国内製造」となってしまう。  
→ 中間加エされた原材料をさらに組み合わせる場合などがあり、表示が複雑となるお   
それ。  
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検討事項2：義務化対象品目だけ、原料原産地情報を表示すればよいのか  

○ 消費者は、原料原産地情報を含め、食品情報の提供に対し根強い要望。  
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検討事項3＝今後、原料原産坤表示の対象品目選定要件を見直す場合の検討事卦課題等  
（検討事項1及び2とも関連）  

（消貴者の要望）  

○ 消費者は、原料原産地情報を含め、食品情報の提供に対し根強い要望があることを踏ま   
える必要。  

（JAS法による義務付けの意味）  

OJAS法により表示を義務づける基本的な考え方を整理する必要。（義務表示は全ての業   
者が遵守する必要。遵守できなければ、指示・公表等、最終的には罰則付きで担保されて   
いる。）  

○ 自主的な任意表示の推進と表示の義務づけの要件の考え方との関係をどう整理するか。  

（品目選定の要件関係）  

0 20食品群を選定した際の、「加工度」、「単一原料の使用割合が50％以上」との要件との   
関係を整理する必要。  

0 20食品群を選定した際に、実行可能性として示された課題がクリアされているのかを踏ま   
える必要。  

（生産、流通、製造等の状況の変化） 
○ 国内での販売、流通等の実態の変化（見直し要件との関係）。  
○ 外国で加エされた輸入調製品、魚の骨抜き加エなどのように国産品を外国で加エする場   

合など、海外で加エされた原材料の取扱いについて検討する必要。  

（表示基準・方法のあり方）  

○ 表示基準1方法の弾力化を図るべきか（実行可能性との関係）。  
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